
　　点検整備工事  

土　浦　市　建  設  部  水　道　課

8令和 年度

　　右籾配水場1号・2号配水ポンプ及び吐出弁

  仕 様 書



（目的）

この設備点検整備業務（以下「業務」という。）は、土浦市（以下「甲」という。）の施設である

右籾配水場の１号・２号配水ポンプ（吐出弁含む）及び電動機等設備の性能を維持し、

正常かつ円滑に稼働できるように機能の保持に関する業務を行うためのものである。

（保守区分）

この仕様書で定める業務は、次のとおりである。

（１）定期業務、障害発生防止のための予防業務

（２）不定期業務、甲が特に指定した場合の業務

（現場代理人及び主任技術者）

請負人（以下「乙」という。）は、業務に従事する者の中から現場代理人及び主任技術者を

選任し書面をもって甲に通知しなければならない。

（監督員）

甲は監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知し、また、監督員を変更した

ときも同様とする。

（監督員）

乙は、この業務の実施にあたり、甲の職員及び乙の保安要員並びに他の作業員の安全を

確保しなければならない。

（遵守義務）

乙は、この業務の実施にあたり、水道法、労働基準法及び労働安全衛生法その他、関係

法規を遵守しなければならない。

（事故防止）

乙は、この業務の実施にあたり、配水場及び増圧機場の運転並びに配水に支障をきたす

ことのないように、細心の注意をしなければならない。

2 乙は、この業務の実施中に異常事態が発生したときは速やかに、その旨を監督員に連絡し、

指示に従わなければならない。

（立会検査）

乙は、主要業務の区切毎に監督員の検査を受けてから次の業務をすすめる。

2 乙は、検査のために必要な資料等を、その都度提出しなければならない。

（書類の提出）

乙は、契約後、次に掲げる書類を提出しなければならない。

（この提出書類は参考のもので適宜必要ない書類があれば監督員と協議する）

・契約後速やかに提出するもの

下請負届

現場代理人及び主任（監理）技術者選任通知書

工程表

工事カルテ（CORINS）受注登録内容確認書

前払金請求書

第９条

第７条

第８条
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第２条

第３条

第１条

第５条

第６条

第４条



・着工前に提出するもの

着工届

総合施工計画書

仮設計画書（仮設計画図）

全体予定工程表

施工体制台帳の写し

施工体系図の写し

火災保険証書の写し

建退共証紙購入状況報告書

（又は建退共済証紙（無購入・購入遅延）理由書）

・施工２週間前に提出するもの

下請負変更届（追加、変更、訂正時）

施工計画書・施工要領書

（産廃は産廃業者の許可証写し及び契約書写し産廃運搬経路図含む）

施工図

材料承諾願

・施工後速やかに提出するもの

材料検査調書（指定材料のみ）

各種報告書

（施工結果報告書、現場試験結果報告書、立会検査報告書）

・定時に提出するもの

 ３週間工程表（定例会時）

 月間工程表（月末定例会時に次月分）

 前回打合せ議事録（定例会時）

・工事完成時に提出するもの

 工事完成届

 工事カルテ（CORINS）竣工登録内容確認書

 完成図（Ａ３白焼きバラ）

 工事写真（施工前・施工中・完成）

 工事写真データ（写真帳形式）

 出荷証明書（納品伝票写し）

 マニフェストＥ票写し

 建退共受払簿

 試験成績書（メーカー試験成績書）

 着工前に提出した書類まとめ

 施工２週間前に提出した書類まとめ

 施工後速やかに提出した書類まとめ

 定時に提出した書類まとめ

・工事検査合格後に提出するもの

　工事目的物引渡書

　請求書

　引渡し物（予備品、付属品等）

　取扱い説明書等　　　　　　　　　　　　　　



（その他事項）

第１０条　その他事項として次の事項を確認しながら工事進めること。

・契約後速やかに工事看板（市様式）を設置すること。（位置は打合せによる）

・提出書類は、市所定の様式を使用すること。（様式は市HPよりダウンロード可）

・主要資材の搬入搬出時及び工程ごとに監視職員の立会いを行う。

・官公署への手続きが必要な場合は速やかに行う。なお、手続きに必要な費用は請負者負担とする。

・工事工程は施設管理者及び監督職員と協議のうえ計画すること。

・写真は大臣官房官庁営善部監修　工事写真の撮り方により撮ること。

・内容について不明の箇所は随時、管理者及び市係員と十分打合せのうえ作業を進めること。

　なお、質疑等は書面にて提示すること。



１．工事件名

右籾配水場1号・2号配水ポンプ及び吐出弁点検整備工事

２．工事場所

土浦市　　右籾　　地内

３．工事期間

令和9年3月15日まで

４．工事内容

右籾配水場1号・2号配水ポンプ及び吐出弁点検整備工事　一式　

〈対象機器〉

1・2号配水ポンプ 2台

1・2号配水ポンプ用電動機 2台

1・2号配水ポンプ用吐出弁 2台

材料費 1式

ポンプ・電動機 2台分（別紙詳細）

吐出弁 2台分（別紙詳細）

工場修理費 1式

ポンプ 2台分

　ポンプ分解、清掃手入れ

　ポンプ部品交換組立

　再組立・外観塗装

電動機 2台分

　電動機分解、コイル洗浄ワニス処理

　再組立・外観塗装

労務費（現地作業費） 1式

ポンプ・電動機 2台分

　ポンプ・電動機撤去搬出作業

　ポンプ・電動機搬入据付作業

　芯出し調整作業

　試運転確認

吐出弁 2台分

　現地分解点検

　部品交換

　試運転確認

交通運搬費 1式

　ポンプ・電動機 2式

安全費

工具損料

現場管理費

一般管理費
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（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）



５．使用材料

保守点検整備に使用する材料については、内訳書によるものとする。

なお、内訳書に計上されていない材料等が生じた時は、甲乙協議の上必要がある場合は

別途とする。

６．監督職員

　建設部水道課給水係　細野　淳一郎　電話　　029-821-6237



１．材料費の内訳

【右籾配水場】

ポンプ・電動機（2台分） ライナーリング(CAC402) 4 個

封水リング(CAC406) 4 個

スリーブ①(CAC402) 2 個

スリーブ②(CAC402) 2 個

オイルシール①（ゴム） 4 個

オイルシール②（ゴム） 2 個

グランドパッキン（炭化繊維15角) 2 個

水切りツバ（ゴム） 4 個

ポンプベアリング(SUJ2) 4 個

カップリングボルト(SS+ゴム) 16 個

電動機ベアリング(SUJ2) 4 個

吐出弁（2台分） リミットスイッチ(ES-22) 2 台分

トルク・インターロック用マイクロスイッチ 2 台分

端子台・Tサポート（基板仕様） 2 台分

配線材（基板仕様） 2 台分

スペースヒータ（基板仕様） 2 台分

グリース 2 台分

ガスケット 2 台分

ビス・ボルト類 2 台分

リミットスイッチギヤユニット 2 台分

トルクスイッチユニット 2 台分

インターロックスイッチユニット 2 台分

開度計（メモリイタ、指示針含む） 2 台分

ポテンションメータ 2 台分

セイミッタ 2 台分

グランドパッキン 2 台分

No. 項　　　　　目 交　換　部　品
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2


